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那珂川町温泉浴場ゆりがねの湯等指定管理者募集要項 

 

 那珂川町では、那珂川町温泉浴場ゆりがねの湯及び那珂川町定住センター（以下「ゆりがねの湯

等」という。）をより効率的、効果的かつ発展的に管理運営するため、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項及び那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成２４年那珂川町条例第１４号）第２条第１項及び第３条の規定に基づき、次のとおり

指定管理者を募集する。 

 

１ ゆりがねの湯等の設置の目的 

 町民の保養と健康の増進、定住化の促進及び地域住民の交流を図る。 

 

２ 指定管理の概要 

 （１）業務名 

  ゆりがねの湯等指定管理業務 

（２）指定期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間 

※ 町がゆりがねの湯等の管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定期間中で

あっても、指定を取り消すことがある。 

（３）管理基準及び業務内容 

別紙「ゆりがねの湯等指定管理業務に関する仕様書」のとおり 

（４）指定管理料の上限額（各年度、消費税及び地方消費税を含む。） 

令和８年度  １９，２００，０００円 

令和９年度  １９，２００，０００円 

令和１０年度 １９，２００，０００円 

※ 指定期間中は、災害等の特別な場合を除き増額はしないので、事業計画及び収支計画立

案の際は注意すること。 

（５）ゆりがねの湯等の施設概要 

 那珂川町温泉浴場ゆりがねの湯 

  ・所在地  那珂川町小口１６７１番地１ 

  ・建物の構造及び延床面積  鉄骨造平屋建、３８４㎡ 

  ・建物内の間取り及び配置  大浴場、露天風呂、更衣室他（別紙図面１のとおり） 

 那珂川町定住センター 

  ・所在地  那珂川町小口１６７２番地１ 

  ・建物の構造及び延床面積  鉄骨造２階建、２９１㎡（１階１９９㎡、２階９２㎡） 

  ・建物内の間取り及び配置  食堂、厨房、休憩室他（別紙図面２のとおり） 

 

３ 申請者の資格 

申請者は、指定期間中、安全かつ円滑にゆりがねの湯等を管理運営できる、栃木県内に主たる事

務所を置く又は置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）とする。 

なお、次に該当する法人等は申請することができない。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

（２） 税金の滞納をしている者 

（３） 会社更生法及び民事再生法等による手続きをしている者 

（４） 宗教活動又は政治活動を目的としている者 

（５） 那珂川町暴力団排除条例（平成２３年那珂川町条例第１８号）第２条第１項第１号に規定

する暴力団に該当する者 
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４ 提出書類 

申請に当たっては、以下の書類を提出すること。なお、追加資料の提出を求めることもある。 

※ 様式第１号から様式第３号は、町ホームページの本件に係る記事からダウンロード可 

（１）指定管理者指定申請書（那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

施行規則（平成２５年那珂川町規則第１１号）様式第１号） 

 （２）定款、寄付行為その他これらに準ずる書類及び法人にあっては、当該法人の登記事項証明 

   書 

（３）施設の管理の業務に関する事業計画書（那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定の手   

続等に関する条例施行規則（平成２５年那珂川町規則第１１号）様式第２号） 

① 管理及び運営に関する経営方針 

・馬頭温泉郷内に位置する日帰り温泉施設である温泉施設を運営するに当たっての総合的

な基本方針 

・具体的な運営目標の設定及びその評価方法 

・施設の維持管理業務の実施方針 

・馬頭温泉郷関係団体との連携、協力にする考え方 

② 管理及び運営に関する業務の実施計画 

・運営体制（業務を実施する基本的な勤務体制） 

・利用者サービス向上を図るための方策等 

（４）施設の管理の業務に関する収支予算書（那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定の手   

続等に関する条例施行規則（平成２５年那珂川町規則第１１号）様式第３号） 

    ※ 指定管理料の必要額を収入欄に明記すること。 

 （５）直近２事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他経理的基

礎を有することを明らかにする書類（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあって

は、その設立時における財産目録） 

 （６）定住センターの活用（自主事業）に係る事業計画書及び収支予算書（任意様式） 

 （７）地方消費税、市・町税の納税証明書（納税義務者でない場合、未納の税金がないことの証

明書） 

 

５ 現地説明会の実施 

現地説明会を次のとおり実施するので、参加を希望する場合は、あらかじめ法人等の名称、代表

者名、所在地及び電話番号を電子メール又はＦＡＸで下記送信先に送信し、令和７年１２月１９日

（金）午後５時までに、那珂川町産業振興課あてその旨電話で報告すること。 

 （１）日 時  令和７年１２月２３日（火）午前１０時から１時間程度 

 （２）場 所  那珂川町小口１６７１－１ ゆりがねの湯（現地集合） 

 （３）送信先  メール：kankou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp 

         ＦＡＸ：０２８７－９２－３６９９ 

 

６ 質問事項の受付並びに回答 

募集要項の内容等に関する質問は、次のとおり受け付ける。 

 （１）受付期間  令和７年１２月２３日（火）から令和７年１２月２５日（木）まで 

（開庁日の午前９時から午後５時まで） 

 （２）受付方法  ゆりがねの湯指定管理者募集に係る質問書（別紙）に質問内容を記入の上、

７（１）に記載の住所あて持参、又は５（３）に記載の送信先に電子メール

又はＦＡＸで提出すること。 

 （３）回答方法  電子メール又はＦＡＸで随時回答する。 
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７ 申請書の提出方法及び提出期間 

 （１）提 出 先  〒３２４－０６９２ 

          栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５ 那珂川町産業振興課あて 

          （ＴＥＬ ０２８７－９２－１１１６） 

 （２）提出期間  令和７年１２月１６日（火）から令和８年１月１４日（水）まで 

（開庁日の午前９時から午後５時まで） 

 （３）提出方法  那珂川町産業振興課に直接持参又は郵送 

          ※ 郵送の場合、（２）の期間内必着のこと。 

 （４）提出部数  正本１部、副本８部 

 （５）注意事項   

   ① 提出書類はＡ４縦型横書きを基本として、ページ番号を付すこと。 

   ② 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属するが、町は指定管理者候補者の選定結果の公

表等必要な場合は、事業計画書等の内容を無償で利用することができる。 

③ 必要に応じて追加資料の提出を依頼することがある。 

④ 提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えによる内容の変更は原則認めない。 

⑤ 申請書提出に要する経費等はすべて申請者の負担とする。 

⑥ 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがある。 

⑦ 提出された書類は、必要に応じて複写する。 

⑧ 提出書類は返還しない。 

 

８ 指定管理候補者の選定方法 

指定管理候補者の決定は、指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の審査報告を

受けて町長が行う。 

（１）選定委員会の審査方法は、那珂川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条 

   例（平成２４年那珂川町条例第１４号）第４条の選定基準等に基づき、書面審査、プレゼン 

 テーション及び質疑を行う。 

 （２）選定委員会が審査した結果、指定管理候補者として適当な法人等が無いと判断する場合も

ある。 

 （３）審査の基準 

   ① 事業計画書による施設の運営が利用者の平等を確保することができるものであること。 

    ア）施設の設置目的に合致した理念・運営方針か。 

    イ）施設の利用に関し、公平性を維持する考え方と方策か。 

   ② 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の 

縮減が図られ、指定管理料に反映しているものであること。 

ア）サービスの向上を実現する具体的な計画か。 

イ）利用者増加に向けた具体的な計画か。 

ウ）指定管理業務と自主事業の両立は図られるか。 

エ）指定管理料、施設の利用料金等は適正か。 

オ）経費節減のための工夫と効率的な運営の仕組みか。 

カ）経費の縮減が利用サービスの低下を招いてないか。 

③ 事業計画書に沿った施設の管理業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに 

経理的基礎を有するものであること。 

ア）施設の質を維持又は向上させるものであるか。 

イ）緊急時の対応等、安全管理に十分配慮しているか。 

ウ）収支予算書の内容と事業計画書の内容に整合性があり適正であるか。 

エ）法人等の財務状況は健全であり、業務遂行能力（事務処理能力、知識、経理能力、類 

似施設の管理実績等）が認められるか。 
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④ 施設の管理業務に関して知り得た個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置が講 

じられるものであること。 

ア）個人情報保護についての配慮と必要な措置は明確か。 

イ）管理体制、人員の配置計画は適正か。 

 

９ 無効又は失格 

指定管理料の上限額を超える提案は、計画が優れていても審査の対象とならないので十分注意す

ること。なお、次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 

 （１）申請書の提出方法、提出先、提出期間等が守られなかったとき。 

 （２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

 （３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（４）虚偽の内容が記載されているもの。 

 （５）募集要項に違反又は著しく逸脱するもの。 

 （６）その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められたもの。 

 

１０ 選定委員会 

令和８年１月１４日（水）以降に実施予定なので、日時等が決定次第、各申請者あて連絡する。 

なお、各申請者によるプレゼンテーションについても、併せて連絡する。 

 

１１ 選定結果の通知 

選定委員会の審査報告を受けて町長が決定した選定結果は、各申請者に文書で通知する。 

 

１２ 指定管理者の決定及び協定の締結 

指定管理者は、令和８年３月の那珂川町議会定例会の議決を経て指定する。また、議決後に町と

指定管理者の間で協定を締結する。 

 

１３ その他 

 （１）業務の引継ぎについて 

指定管理者は指定期間の始期から円滑かつ支障なく、施設の管理運営ができるよう、前管理

者から引継ぎを受けることとする。 

 （２）文書の管理保存について 

    指定管理者は、那珂川町文書取扱規定に準じて、指定管理業務を実施するにあたって作成し

又は取得した文書等は、適正に管理・保存することとする。 

 （３）情報公開について 

    指定管理者は、那珂川町情報公開条例に基づき、指定管理業務を実施するにあたって作成し

又は取得した文書等で、指定管理者が保有しているものについて、情報の開示及び情報提供を

行うことがある。 

 

１４ 問い合わせ先 

  ７（１）のとおり 
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令和  年  月  日 

 

ゆりがねの湯等指定管理者募集に係る質問書 

 

法人、団体名等 

（代表者名） 

 

（                 ） 

住 所  

電 話  

FAX 又は E-mail  

担当者所属・氏名  

○質問の要旨 

 

 

○質問の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

○回答欄 

 

 

注）質問事項は、本様式１枚につき１問とし、簡潔にまとめて記載してください。 

 送信先：那珂川町 産業振興課 商工観光係 

FAX：0287-92-3699    E-mail:kankou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp 


